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会 議 録 

会 議 の 名 称 行田市国民健康保険運営協議会（令和５年 第３回） 

開 催 日 時 
令和５年８月１０日（木） 

開会：午後１時３０分・閉会：午後２時３０分 

開 催 場 所 行田市役所 ３階 ３０５ＡＢ会議室 

出席者(委員）  ９名 

欠席者(委員)  ６名 

事 務 局  ５名（健康福祉部長、保険年金課長・主幹２名・主任１名） 

会 議 内 容 

議題等 

第５号 令和４年度行田市国民健康保険事業費特別会計決算につ

いて 

    行田市国民健康保険税の税率等について（諮問） 

会 議 資 料 他 

配布資料 

・行田市国民健康保険税の税率等について（諮問）の写し 

・行田市国民健康保険税の税率見直しについて 

・第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画の策

定について 

・「マイナンバーカードが保険証として利用できます」 

・運営協議会委員のための国民健康保険必携２０２３【社会保険出

版社】 

・埼玉の国保（№326 及び 327）【県国保団体連合会発行】 

そ の 他     



- 2 - 

発 言 者 会議の経過（議題・発言内容・結論等） 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

事 務 局 

 

 

健康福祉部長 

事 務 局 

 

議   長 

 

事 務 局 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

事 務 局 

議   長 

 行田市国民健康保険規則第５条第３項に規定する委員の過半数の出

席は得ておりますので、本日の会議は成立することを報告いたします。 

なお、この会議は公開されますが、本日は傍聴を希望する方はおりま

せんので、このまま進めさせていただきます。 

本協議会は今年度初めての会議です。 

会議に先立ちまして、令和５年４月の人事異動におきまして担当部課

長がかわっておりますので紹介させていただきます。 

職 員 の 照 会 

それでは、これより令和５年第３回行田市国民健康保険運営協議会を

始めさせていただきます。 

初めに小暮会長からご挨拶をお願いいたします。 

会 長 あ い さ つ 

 ありがとうございました。 

 次に、国保事業者代表といたしまして、上村健康福祉部長からご挨拶

を申し上げます。 

部 長 あ い さ つ 

次に、議事に移ります。行田市国民健康保険規則第５条第１項の規定

に基づき、小暮会長に議長をお願いします。よろしくお願いいたします。 

 それでは早速ですが、次第の３、会議録署名委員の選任を行います。

事務局の説明を求めます。 

会議録署名委員選任の説明 

 ただいま事務局から説明があったとおり、池畑委員さん、羽鳥委員さ

んにお願いすることでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

 ご異議がないようですので、さよう決定いたします。 

両委員さんよろしくお願いいたします。 

 次に、次第の４、審議に入ります。 

 第５号「令和４年度行田市国民健康保険事業費特別会計決算につい

て」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

議題第５号の説明 

 ただいま説明がありましたが、質疑等がありましたら挙手をお願いし



- 3 - 

 

長谷川委員 

 

 

議   長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

     

  議   長 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

ます。 

 保険事業費と保険給付費の関係で複雑で難しいと思うが、保険事業の

効果として医療費が減少した様な数値的なもので把握しているものは

あるか？ 

 事務局の答弁をお願いします。 

保険給付費は先程も説明したように１人当たりの給付は少しずつあ

がっている。これは前期高齢者が増えていることが、要因のひとつと考

えております。この方々は、医療を使う機会が多くなることと医療の単

価が上昇していることもあり、給付費も少しずつ上昇している。これを

抑える工夫は、健康な状態を保持することにあります。特定健診や人間

ドックでの早期発見が大切と考えております。 

年齢があがれば受診機会も多くなります。保険事業を実施することに

より、重症化リスクを減らし、医療費を抑えることが大切になります。

数値的な把握については、ある程度の年数をかけて把握していくことが

必要と考えております。 

他に質疑等がありましたら挙手をお願いします。 

ほかに質疑がないようですので、質疑を終了いたします。 

 議題第５号「令和４年度行田市国民健康保険事業費特別会計決算につ

いて」は、本協議会として了承することでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

 さよう決定いたします。 

次に、次第の５、「行田市国民健康保険税の税率等について（諮問）」

について事務局に説明を求めます。 

「行田市国民健康保険税の税率見直しについて」の資料を基に

PowerPoint で説明 

ただいま説明がありましたが、何かございましたら挙手をお願いしま

す。 

特に質疑がないようですので先程、説明のあった「税率見直しに向け

たスケジュール」のとおり進めることとし、次回の協議会において見直

し案をご審議いただくこととします。よろしくお願いします。 

次に、次第の６、その他でございますが、事務局から何かありますか。

事務局お願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

「第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画の策

定について」の資料を基に説明。 

「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」の資料を基

に説明。 

以上で、本日の議事の全てを終了いたしました。 

 進行を事務局にお返しいたします。 

 慎重なご審議ありがとうございました。これをもちまして、令和５年

第３回行田市国民健康保険運営協議会を閉会させていただきます。お疲

れ様でした。 

 

 


